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前
回
の
基
本
計
画
で
は
、
我
が
国
の
人
工
林
資
源
が
成

熟
し
本
格
的
な
利
用
期
を
迎
え
た
こ
と
な
ど
を
背
景
に
、

林
業
・
木
材
産
業
の
「
成
長
産
業
化
」
を
掲
げ
、
施
策
を

推
進
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
国
産
材
の
供
給
量
が

増
大
し
、
林
業
産
出
額
や
林
業
従
事
者
の
給
与
が
増
加

す
る
な
ど
、明
る
い
兆
し
が
見
え
始
め
て
い
ま
す
。
一
方
、

林
業
や
木
材
産
業
の
競
争
力
強
化
な
ど
の
取
組
は
未
だ

途
上
に
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
主
伐
後
の
再
造
林
が

十
分
に
進
ん
で
い
な
い
こ
と
や
、
豪
雨
な
ど
の
増
加
に

よ
る
山
地
災
害
の
発
生
、
林
業
を
支
え
る
林
業
従
事
者
の

減
少
、
山
村
地
域
の
過
疎
化
な
ど
の
課
題
も
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
２
０
５
０
年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
実

現
に
向
け
た
森
林
吸
収
量
の
確
保
・
強
化
や
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
よ
る
不
透
明
な
木
材
需
給

へ
の
対
応
な
ど
、
森
林
・
林
業
・
木
材
産
業
の
取
組
を

強
化
す
る
こ
と
も
重
要
で
す
。

　
こ
う
し
た
情
勢
を
踏
ま
え
、
新
た
な
基
本
計
画
で
は
、

林
業
・
木
材
産
業
が
持
つ
持
続
性
を
高
め
な
が
ら
成
長

発
展
し
、
人
々
が
森
林
の
多
面
的
機
能
に
よ
る
恩
恵
を

享
受
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
社
会
経
済
生
活
の
向
上
等

に
貢
献
す
る
「
グ
リ
ー
ン
成
長
」
の
実
現
を
目
指
す
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

　
森
林
は
私
た
ち
の
暮
ら
し
の
根
幹
を
支
え
る
存
在
で

す
。
林
野
庁
で
は
、
森
林
に
関
わ
る
産
業
の
「
持
続
性
」

と
「
成
長
」
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
豊
か
な
未

来
へ
向
か
っ
て
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

森
林・林
業・木
材
産
業
に
よ
る

「
グ
リ
ー
ン
成
長
」
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　森林・林業基本計画は、森林・林業・木材産業に関する政策の基本的な方針を定めるもの
で、おおむね５年ごとに変更しています。今回の変更に向けては、令和２年10月から林政
審議会で議論を重ね、６月15日に新たな基本計画が閣議決定されました。
　新たな基本計画が示す、これからの森林・林業・木材産業が目指す方向や取り組むべき
施策について紹介します！

「持続性」と「成長」 
両立の時代へ
新たな森林・林業基本計画が決定！

写真：御岳山と三浦貯水池
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新
た
な
基
本
計
画
で
は
「
持
続
性
」
を
キ
ー
ワ
ー

ド
に
、
環
境
・
経
済
・
社
会
の
諸
課
題
に
統
合
的

に
取
り
組
み
ま
す
。

　
ま
ず
、
林
業
や
木
材
産
業
の
基
盤
と
な
る
「
森

林
資
源
の
持
続
性
」
の
確
保
の
た
め
に
は
、
主
伐

後
の
再
造
林
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
必
要
で
す
が
、

立
木
販
売
収
入
か
ら
再
造
林
費
用
を
賄
え
る
状
況

で
は
な
く
、
再
造
林
が
十
分
に
進
ん
で
い
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、「
林
業
経
営
の
持
続
性
」
に
つ
い
て
は
、

人
口
減
少
が
進
む
中
、
労
働
力
を
ど
の
よ
う
に
確

保
・
育
成
し
て
い
く
か
、
ま
た
、
安
定
的
に
収
益

が
確
保
で
き
る
よ
う
、
林
業
経
営
体
の
経
営
基
盤

と
経
営
力
を
強
化
す
る
こ
と
が
課
題
で
す
。

　
さ
ら
に
、「
木
材
産
業
の
持
続
性
」
に
つ
い
て
は
、

外
国
産
材
や
他
資
材
に
対
抗
し
得
る
品
質
・
性
能

の
確
か
な
製
品
や
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
製

品
の
供
給
、
新
設
住
宅
着
工
戸
数
の
減
少
が
見
込

ま
れ
る
中
で
の
新
た
な
需
要
の
獲
得
が
課
題
で
す
。

　
加
え
て
、
森
林
の
約
６
割
が
賦
存
し
、
林
業
に

携
わ
る
方
々
が
居
住
す
る
「
山
村
地
域
」
に
つ
い

て
も
、
生
活
が
持
続
的
に
成
り
立
つ
よ
う
に
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
新
た
な
基
本
計
画
で
は
、
こ
う
し
た
課
題
を
解

決
し
、
森
林
・
林
業
・
木
材
産
業
を
真
に
持
続
的

な
姿
へ
と
発
展
さ
せ
て
い
く
た
め
に
必
要
な
施
策

を
５
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
ま
と
め
ま
し
た
。

森林資源の
適正な管理と利用

　新技術を取り入れ、伐採から再造林・保育に至る収支
のプラス転換を可能とする「新しい林業」を展開します。
また、林業従事者の所得と労働安全の向上を図りつつ、
「長期にわたる持続的な経営」を実現できる林業経営体
を育成します。

　森林資源の循環利用を進めつつ、多様で健全な姿へ誘
導するため、再造林や複層林化、天然生林の保全管理を
推進します。また、国土強靱化に向けた取組を加速させ
るほか、間伐・再造林を通じて、森林吸収量の確保・強
化も図ります。

「新しい林業」に
向けた取組の展開

主な施策
・	エリートツリーの活用による低コスト造林・収穫期
間の短縮

・	自動操作機械による林業作業の省力化・軽労化
・	施業集約化と長期施業受委託による長期的な事業確
保、事業連携等による経営基盤や経営力の強化

・	路網と高性能林業機械を組み合わせた作業システム
の導入、ICTを活用した生産流通管理の効率化

・	緑の雇用事業等による人材の確保・育成
・	林業従事者の労働環境の改善に向けた能力評価の導
入や労働安全対策の強化

グ
リ
ー
ン
成
長
に
向
け
た
施
策

５
つ
の
ポ
イ
ン
ト

主な施策
・	森林計画制度の下での適正な伐採・更新の確保
・	生物多様性の保全等に配慮した森林施業の推進
・	国土強靱化に向けた森林整備・治山対策の加速化
・	間伐等特措法の枠組みを活用した間伐・再造林の推進
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　外国産材等に対抗できる国産材製品の供給体制を整備
し、国際競争力を向上します。また、中小地場工場等は、
地域における多様なニーズに応える多品目の製品を供給
できるようにし、地場競争力を向上します。

都市等における
「第２の森林」づくり

新たな
山村価値の創造

木材産業の
競争力の強化

　中高層建築物や非住宅分野等での新たな木材需要の獲
得を目指します。木材を利用することで、都市に炭素を
貯蔵し温暖化防止に寄与します。また、付加価値の高い
木材製品の輸出の促進や、木質バイオマスの利用に取り
組みます。

　山村地域において、地域資源を活かした産業の振興に
加え、森林サービス産業の育成、関係人口の拡大を目指
します。また、集落維持の下支えとして、農林地の管理・
利用などの協働活動を促進します。

主な施策
・	地域住民の所得確保に向けた農林複合的な仕事やき
のこなど地域資源の活用の促進

・	里山管理等の協働活動を通じた集落の維持活性化
・	関係人口の拡大に向けた森林サービス産業の推進

主な施策
・	JAS・KD材、集成材等の低コスト供給体制の整備、
工場間連携・再編等による規模拡大

・	中小地場工場等における単価の高い地域材製品や、地
域の細かなニーズに対応した製品等の供給体制の整備

・	JAS製品の利用促進に向けた基準の合理化
・	広葉樹家具など生活分野での木材利用

主な施策
・	都市や非住宅分野での木材利用に向けた耐火部材や
CLT等の開発・普及、部材の仕様の標準化

・	輸出先国・地域のニーズや規格基準等に対応した製
材・合板等の輸出

・	未利用材を活用した木質バイオマスの熱電利用

新たな森林・林業基本計画が決定！
「持続性」と「成長」 両立の時代へ
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森
林・林
業
基
本
計
画
で
掲
げ
る

２
つ
の
目
標

森
林・林
業・木
材
産
業

関
係
者
の
皆
さ
ま
へ

　
森
林
・
林
業
基
本
計
画
で
は
、
森
林
・
林
業
基
本
法
に

基
づ
き
、
施
策
を
推
進
し
て
い
く
上
で
、
取
組
の
進
捗
状

況
の
評
価
が
で
き
る
よ
う
、
２
つ
の
目
標
を
設
定
し
て
い

ま
す
。森

林
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の

発
揮
に
関
す
る
目
標
（
表
１
‐
１
）

　
森
林
の
多
面
的
機
能
の
発
揮
に
向
け
て
、
多
様
な
森
林

が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
存
在
す
る
「
指
向
す
る
森
林
の
状
態
」

ま
で
誘
導
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
到
達
す
る
過
程
の
５
、

10
、
20
年
後
の
森
林
の
状
態
を
目
標
と
し
て
設
定
し
た
も

の
で
す
。

　
具
体
的
に
は
、
現
在
の
育
成
単
層
林
の
う
ち
、
林
業
経

営
に
適
し
た
森
林
は
、
主
伐
後
の
植
栽
を
確
実
に
行
い
育

成
単
層
林
と
し
て
維
持
し
、
林
業
経
営
に
と
っ
て
条
件
が

不
利
な
森
林
は
、
針
広
混
交
林
等
の
育
成
複
層
林
化
を
図

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

林
産
物
の
供
給
・
利
用
に
関
す
る
目
標

（
表
２
‐
１
、 

２
‐
２ 

）

　
国
産
材
の
供
給
や
利
用
の
促
進
に
向
け
た
目
標
で
、
新

た
な
基
本
計
画
で
は
、
令
和
元
年
の
木
材
供
給
量
を
、
令

和
12
年
ま
で
に
１・４
倍
ま
で
拡
大
し
て
い
く
目
標
を
掲
げ

て
い
ま
す
。
供
給
さ
れ
る
木
材
に
つ
い
て
は
、
よ
り
価
格

が
高
い
製
材
用
材
や
合
板
用
材
な
ど
の
建
築
用
材
等
へ
の

利
用
を
促
進
し
、山
元
へ
の
還
元
を
図
っ
て
い
く
考
え
で
す
。

　
新
た
な
基
本
計
画
の
キ
ー
ワ
ー
ド

で
あ
る「
持
続
性
」の
核
と
な
る
の
が
、

再
造
林
を
通
じ
た
我
が
国
の
森
林
資

源
の
確
保
で
す
。

　
こ
の
こ
と
は
、
単
に
森
林
所
有
者

の
問
題
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
川

上
・
川
中
・
川
下
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー

ン
を
構
築
す
る
者
全
体
の
問
題
と
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
相
互
利
益
を
拡
大

し
つ
つ
、
再
造
林
に
つ
な
げ
る
と
の

視
点
を
共
有
し
、
努
力
し
て
い
く
こ

と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

検索

表1-1 森林の有する
 多面的機能の発揮に関する目標

R2年
(現況)

目標とする森林の状態
R7年 R12年 R22年

森林面積（万ha）
育 成 単 層 林 1,010 1,000 990 970
育 成 複 層 林 110 130 150 190
天 然 生 林 1,380 1,370 1,360 1,340
合 計 2,510 2,510 2,510 2,510

森林蓄積（百万㎥） 5,410 5,660 5,860 6,180

注意事項
・	各表：四捨五入のため計が一致しない場合があります。
・	表1-1・1-2：「目標とする森林の状態」や「指向する森林の状態」は、R２年を基準
に算出。R２年の値は、令和２年４月１日の数値です。
・	表2-1・2-2：用途別の利用量は、国産材に係るものです。また、「燃料材」は、ペ
レット、薪、燃料用チップを、「その他」はしいたけ原木、原木輸出等を指します。

表1-2 指向する森林の状態（参考） （万ha）

育成単層林 育成複層林 天然生林 合　計

660 680 1,170 2,510

表2-1 木材供給量の目標
R元年実績 R7年 R12年

木材供給量の目標
(百万㎥ ) 31 40 42

表2-2 用途別の木材需要量の見通しと利用量の目標
（百万㎥）

用途区分
総需要量 利用量

R元年
実績

R7年
見通し

R12年
見通し

R元年
実績

R7年
目標

R12年
目標

建築用材
等	計 38 40 41 18 25 26
建築用材 28 29 30 13 17 19
合板用材 10 11 11 5 7 7
非建築用材
等	計 44 47 47 13 15 16
パルプ・
チップ用材 32 30 29 5 5 5
燃 料 材 10 15 16 7 8 9
そ の 他 2 2 2 2 2 2
合　計 82 87 87 31 40 42

林野庁ホームページにおいて、
森林・林業基本計画の本文や、

林政審議会での検討資料
などをご覧いただけます！

森林・林業基本計画

新たな基本計画の詳細はこちら！

1.4倍

「持続性」と「成長」 両立の時代へ
新たな森林・林業基本計画が決定！




